
 
 
 生田緑地 

生田緑地の管理運営イメージ 

３館＋公園施設 
の管理 

緑地協働管理協定

緑地協働管理
協定に基づく
植生管理活動、
その他の活動 

民家園 青少年
科学館 

岡本太郎
美術館 

運営協議会 
（条例設置） 

運営協議会

（条例設置） 
運営協議会

（条例設置） 

 

公園施設 

（樹木等、園路、ビジターセンター、その他） 

運営に係る提言 運営に係る提言 運営に係る提言

（指定管理区域内） 

藤子 
ミュージ
アム 

ゴルフ場 

（指定管理区域外）

ばら苑 

情報・意見交換、調整

24.10.31 

生田緑地全体の管理 
（指定管理業務を除く） 
 

指定管理者 

指定管理者の 
指導監督 

評価 民活推進 
委員会 

「生田緑地の自然の保全・利

用方針」及び「生田緑地植生

管理計画」 
・マネジメント会議の提言を

踏まえながら、市が方針及

び計画を策定・変更する。

川崎市 

提言

※３館の学芸業務は市直営 

資料 ２ 

 
団体又は

個人 

準会員 

原則として団体 

市民活動団体等（市民、企業等） 

川崎市（公園管理者、４館、関係局区） 

指定管理者等（生田緑地管理者、ゴルフ場

管理者、藤子管理者、ばら苑委託者） 

地域団体・大学等 

全体会

運営会議

植生管理
会議 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
会議 

植生管理
市民部会 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
会議 

【生田緑地の価値と魅力の向上に向けた協議・調整・提言】 
・生田緑地の価値と魅力の向上に向けた協議・調整・提言 
・市民活動、周辺地域、公園施設、４館、ゴルフ場等の連携に係

る協議・調整・提言 
 
【「自然の保全・利用方針」及び「植生管理計画」への提言

等】 
・「自然の保全・利用方針」及び「植生管理計画」への提言 
・市民活動団体等の活動調整及び活動計画の承認（市が承認しな

いものを除く。） 
 
【公園の管理や改修・整備に係ること】 
・公園施設等の補修及び改修・整備等に係る調整 

役割

会議構成

正会員

マネジメント会議 

＜会則により設置＞


